
参考資料１

公共広告物の設置基準

 公共広告物も静岡県屋外広告物条例の対象です。
 公共広告物にも設置基準があります。（ただし、許可申請は不要）
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これは静岡県屋外広告物条例の内容の⼀部を簡略化して⽰したものです。詳細は静岡県屋外広告物条例をご覧ください。
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